
下松市告示第８７号 

 

 下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託公募型プロポーザルを実施するの

で、次のとおり公告します。 

 

令和８年５月１５日 

 

下松市長 國 井 益 雄 

 

１ 業務概要 

（１）名称 下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託 

（２）業務内容  

別紙２「下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託特記仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり 

（３）履行期間 契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 

（４）委託料の上限 

１０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示

すためのものであることに留意すること。 

 

２ 参加条件等に関する事項 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１） 単独企業として参加する場合  

ア 参加表明書の提出時点において、「令和７・８年度下松市競争入札参加資

格者名簿（測量・建設コンサルタント等）」の測量（以下「参加資格者名

簿」という。）に登録されている者又は参加資格者名簿に未登録の者にあっ

ては、受託候補者となった場合に参加資格者名簿に登録できる者であるこ

と。  

イ 過去５年間（令和３年４月１日から）で、全国における下記同種業務（※

１）を、元請として受注した実績を有する者であること 

 （※１）国土交通省都市局のProject PLATEAUに準じた３Ｄ都市モデル整備

若しくは、その他地方公共団体における３Ｄ都市モデル整備 

ウ 仕様書に定める配置予定技術者の要件に基づき、管理技術者、照査技術

者、担当技術者をそれぞれ配置できること。なお、各技術者は受注者と直接

かつ恒常的な雇用契約を結んでいること。また、各技術者は同一の者が兼ね

ることができない。 

エ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

オ 参加申込書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、下松市において



指名停止期間中でないこと。  

カ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下 同じ。）又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者でないこと。  

キ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づき更生手続開始の申立がな

されている者、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の

申立がなされている者又は民事再生法 （平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。（再生手続開始決定

がなされ、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。）  

ク 参加申込書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった

者でないこと。  

ケ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若

しくは妨げた者でないこと。  

コ 国税（法人の場合は法人税並びに消費税及び地方消費税）及び地方税（下 

松市の市税）について滞納がないこと。  

（２） 共同企業体として参加する場合 

ア 共同企業体を組織して本プロポーザルに参加しようとする場合は、個々の  

構成者が上記の単体企業として参加する場合の参加要件を満たしていること

を条件とする。 

イ 共同企業体として参加する場合は、参加表明書の提出までに共同企業体を 

組織し、共同企業体の設置に関する協定書（任意様式）を参加表明書の提出

時に添付すること。 

ウ 構成者の中から共同企業体の代表企業を定めることとし、個々の構成者

（代表企業を含む。以下同じ。）は、本事業に係る単独企業として、又は別

の共同企業体の構成者として応募することはできない。 

 

３ 手続 

別紙１「下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託公募型プロポーザル実

施要領」（以下「実施要領」という。）のとおり。 

なお、仕様書、実施要領、評価基準、各種様式は下松市ホームページで公表す

るので、適宜ダウンロードすること。 

 

４ 担当部署 

下松市建設部市街地整備課 

〒７４４-８５８５ 下松市大手町三丁目３番３号 

電 話  ０８３３－４５－１８５５ 

ＦＡＸ  ０８３３－４５－１８３０ 

メールアドレス shigaichi@city.kudamatsu.lg.jp  

mailto:shigaichi@city.kudamatsu.lg.jp

